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Ｅ－12 

平成18年９月１日以降に建てられた建築物の改修工事を行うが、平成18年９月１日

以降は石綿の新たな使用が禁止されており、石綿が含有していないことが明らかで

あるため、事前調査はしないこととしてよいですか。（令和５年１月13日追加） 

【答】 

そもそも、平成 18 年９月１日以降に建てられた建築物かどうかを確認する行為が事前調査の一部

（建築物等の設置の工事に着手した日の調査）であるため、建築物等の解体等工事を行う場合には、

事前調査が必要です。 

 

  参考 

 ○令和２年 11 月 30 日付け環水大大発第 2011301 号 環境省水・大気環境局長通知「大気汚染防

止法の一部を改正する法律の施行等について 第３ 事前調査 １ 事前調査の対象等」 

https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main13.pdf 


